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by
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Ⅰ 婚 姻 形 式

婚姻形式 とい う語 は婚姻の全体にわたる形態を指すのではな く,配偶者の数による単婚 と複

婚 との区別を指す｡ムス リム ･マ レー人社会一般 に一夫多妻姫が禁止 されていないよ うに,ジ

ャクン (オラン ･フル)の間で も一夫多妻始は容認 されている｡同時に,後者では-妻多夫始

も禁止 されているわけではない｡ しか しこれは非常に弱い意味での ｢禁止 されていない｣ とい

うことである.従 って一般には,一夫一妻始があた りまえのこととして受け取 られる｡

調査対象であるエ ンダウ川上流の 4部落 2) には複婿の事例は 1件 もない｡ただ し結婚歴を見

てみると, 女性の中には町 (Mersing)に住む中国人の複数の妻 (妾)の一人 として結婚 した

ことがあるとい う事例はある｡それ以外ではエ ンダウの町 (PadangEndau)の近 くの Denai

(ドゥナイ)部落に一夫二妻始が 1例ある｡パ- ン州側の Rompin (ロンピン) には-妻二大

婿の例があるとエ ンダウの人は言 うが確かめ られなかった｡

Denaiにおける複始はそのバテ ィン (部落長)が している｡ 第 1妻は Denaiの対岸近 くに

ある Labong (ラボ ン)部落に多 く親族を持つ｡ 第 2妻 は Rompin に親族が多い｡ バテ ィン

はやはり Labong 出身であるが,先代の Labong のバテ ィンが死んでか ら,第 2妻の親族や

Labongか らの 親族を呼んで 別の 部落を作 ったものである(現在13戸)｡第 2妻 とは 戦後の共

1) 1965年 8月より1966年4月までのマレー半島東岸の Endauでの筆者の現地調査は東南アジア研究セ
ンターの地域研究計画の一環として行なわれたものである｡その報告は下記のように発表されている

｢ェンダウ川流域の OrangHulu(Jakun)の家族覚え書｣『東南アジア研究』第3巻第5号 (1966),

pp.156-1600｢マレー半島におけるジャクンの親族名称｣同誌 第4巻 第5号 (1967),pp･32-510

｢マラヤにおけるジャクンの家族構成の特質｣同誌 第5巻第3号 (1967), pp･29-490 なお, 経済

生活に関しては ｢マラヤ原住民 (オラン･フル)の経済生活｣として 『アジア経済』に発表の予定｡

2) Jorak(ジョラッ)部落 (128人,33クラミン)0TanjongTuan(タンジョン･トゥアン)部落 (63
人,13クラミン)｡ Punan(プナン)部落 (51人,12クラミン)0Peta(ブタ)部落 (85人,20クラ

ミン)0
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Ll](日月:ジ:クン (オ=,ン･7 ･Llの結婚と離婚

);rr:L･.主義 ゲ リラ活動が激 しか った時用=二エ ンダ ウの町で結 誉れ,その後第 2ii:･の叶裾 廿 右 /Ji1-説

得 して Denaiに移 l)住んだ とい う｡ 彼女 は;_l'l持 ち √ようど大 と死別 した情で, 両 鋸の')､Hらfi:い

問 に結 婚 した ものである｡ 付親 (父裾 ま1964年に死 亡) はゲ リラ活動 の混乱期でな.Jj-れ十 告大し

て結婚 させ なか った と言 っている｡ 第 1妻 も第 2妻 も各 々3- 5人の 1'-供があるC両君 とも 1

軒の同 じ家 に居住 している ｡3) 人は両者 を平等に扱 っているとは言 え, 上世C/)問跡 岬 棋エビで

両妻の対立が跡在 化す る し, 日々の親jJlji呼称 ,示称 の使い )jか らして,両 力~C/)妻の 日 照ま輿上

った語 を用いる ｡4) 第 1妻 と第 2妻 との地 位の差はない｡

この~r田列のよ うに, オ ラン ･フルの社会は ｢例外 な く｣一夫一妻婿 と甘言えないが.社会的

仰向性として は同時に複数 の配 偶者 を持つ ことは極ふノ)て稀である｡ただ し,申国人が現地吏Li:'

るいは妾 として重婚の形でオ ラン ･フルの女を要 ることはあ り, オ ラン ･フルのほ うで も車析

であるが故に結婚を拒否す るとい うことはない し, また,たとえ中国人 コ ミュニテ ィで :iJf:.八

に認め られていな くとも, オ ラン ･フルの問で は rF:_式の結 婚であることに変わ :).'まないC

H 婚 期 と 年 齢 較 差

婚期に関 しては-･般質問票の申に項 目を設けたが, ほ とん どすべてC/_)イ ンフ ォー7 ン トか ら

確実 な時期を聞 き出す ことは不-可能であ った｡ 元 来彼 らのiF:}催な絶対]L:-齢が不明なo)で 5),那

期 の推定 も難 しい｡推定 された絶対年齢に)巨 ういて 初婚イf:'灘 を推察 してみ ると,15-19才C,)里

女28人の内,未婚男子 は10人,未婚女子は 4人∴ 真如 (離別)は 1人で あるO 従 って約50''o/は肌

婚者 である｡ 14才以下で結婚 してい るものはわれわれの 1)ス トの中にはない ｡G) 20-24才鉦 ト

3) 結婚当初は一つの蚊帳の中に夫婦3人と子供が共寝 していた｡ ｣′一供が増えてから悠,妻を別々レ北川､
に寝かし,夫は蚊帳の間で人きいJノー供と ･紺に寝,交情に蚊帳をrJJAれるC柚KL/)人は, 彼 悠 Hpandai

ubat"(まじない上手)だという｡ rJの理由は2人の妻を畔哩 もさせず .'=うま く -｢J衣.'Il LJf せてい

るからである｡第 2妻の榔 ま刷の家を建てることを要求 しているが,美甘押 HがYlLl'zA･かか,7)よう :こな::I

といって,いっこうに世帯をわけること.'まし左い｡

4) 先に述べたように両11-:の川身地が異なるので, 了供辻.iそL/_刃1の出身地 L])ことばを使う｡邦2吏悠エ

ンダ()の普通のE.称である｡即ちそuJ長女が Salomah という;/7なL/つて,MakSalomah (サロマしノ

月.A)と呼ばれ,Salomah 以下uj召共は父親/を bapa,付親を emak,オジ壱 wah tI呼ぶ｡ 二汗 二

対 して第 1妻は Labong 川身なので,その夫 と共に WahSeri(Seriは彼らの長/Ej:) と=円封 巨ニO

夫の通称はこの WahSeriである｡ j′一供は両親を wah,オジを mamak と呼ぶ｡ 2人レ)友レjliA.

J〕年齢差は約7,8才であろうoなお, 組成 ;V.称,.'=ついて･L'i, 日と日柄7-.,I-｢ジャ//ンし′〕租朕宮林_];i-参照
されたい｡

5) マレーシアでは12才になる土 IdentityCardが交付され, それにrJ前,住所,′‖也,牛隼が古 き込

まれる｡ オラン･フルに対 してこのカー ドが交付された刷 ま数年前のことでLi:),7J｡そJ_)際カー ド.'=r E ‡

き込まれた/巨年は発行損当日C/)懇意的な推測によって吉かれLたものらしく, しばしば相対年齢から見
て不可能と考えられる年齢が見られる｡いちおうニV〕カー トーはす-てチェ､了′し,:さJ)上でよ:)妥＼ri
t思われる年齢を推測して当人の年齢 とした｡lil(仁8才1TFの十供は FriJ.牛禁を有していjl''L')rJ, これ

によってさらに年齢をチェックした｡

6) 同じジャクンujグルーフでも Nenasi地域のほう.'まこと.'二早婿で, 12才で⊥UU二結婚してい,3 ･J)..tj:珍

しくないという｡Nenasi地域 とoj通婿はしばしばある｡なお,調作後 Jorak 祁落で15才晶帯-L/つ/lL'
十が 1人結婚していろ｡
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表 1 夫 婦 の 年 齢 較 差

計

齢集団を取ると,30人の内,未婚男子は3人,鱗夫 1人で,わずか10%が未婚者である｡これ以

上の年齢集団では未婚者はいない｡従 って,女性では20才以上,男性では25才以上で結婚生活

の経験がない者は皆無というわけであるOさらに新婚 (1年以内,初婚)の4ケースを見てみ

ると,18才 (男),16才 (女)が 2ケース,25才と18才,23才と21才とがそれぞれ 1ケースであ

る｡7)これらの事実から, 女性は15才から20才 くらいまで,男性は10代の終 りから20代の始め

が婚姻適齢期と考えられる｡

婚姻適齢期において既に男と女との問に年齢の較差が見 られるが,現在結婚生活を送 ってい

る夫婦64ケースについて年齢較差をみると, 表 1のようになる｡ 夫婦同年 と見 られるものは

4.7%,妻のほうが年長なのは7.8%で,圧倒的に夫のほうが年長のケースが多い｡

夫が年長の場合をみてみると,最頻値は2- 3才の差であるが, 平均すれば約 6.1才の開き

がある｡ 9才から12才までの較差があるグループでは夫婦とも再婚 1例,夫の再婚 1例,妻の

再婚 1例で,後者は中国人との結婚である｡残 りの3ケースは夫婦とも初婚 (較慕lo-11才),

他の 1例は不明である｡妻の年齢は 1例 (夫65,妻55)を除いて20代で,平均25才 くらいであ

る｡較差14才の3例の内, 1例は夫婦とも再婚,夫再婚 1ケース,不明 1である｡較差15才の

場合,夫は 3度目,妻は 5度目の結婚である｡16才の年齢差のケースは夫再婚,妻初婚,17才

のケースは夫婦とも再婚,19才の場合も夫再婚,妻初婚である｡18才較差の例は,夫が中国人

でオラン ･フルと2度離婚, 1度死別 している｡妻は 3度目の結婚である｡較差 9才以上の15

ケース全体について前配偶者との間の子供の有無をみると,8例は子持ち (夫 5,妻 3例)で

ある｡連れ子 として新 しい配偶者と一緒に生活 しているのは 5例で,その内夫の連れ子 3,妻

の連れ子 2ケースである｡出身地については, 9才以上夫が年長のこのグループの夫婦は中国

人 2名を除いて,他のオラン ･フル地域から来た者はない｡

姉女房姫の 5ケースの婚姻回数を見ると,夫初婚は 2例で,妻初婚はない｡夫の再婚 3回目,

4回目は各々1例である｡妻のほうは再婚 3例,三始,四始が各々1例である｡姉女房姑の内4

例までは妻が旧配偶者との問に子供をもうけているが,連れ子としているのは2例にすぎない｡

7) この数字については前掲拙稿 ｢マラヤにおけるジャクンの家族構成の特質｣42ページの表6と44ペー
ジの表7とを参照されたい｡なお,調査後16才と14才の1組,18才の男子が離婚した女と結婚したの
が1例,20才の男と15才の女子とが婚約したのが1例見られる (1968年3月現在)0
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大に前配偶者 との子供があるのは 1例 あるが,彼は Nenasiか らの移住者で,先妻 もその子供

も NenasiにいるO (彼を隙いて, 姉女房姉の夫婦はすべて Endau 川流域出身者である.)

7I-年上の妻を持っ大は35才で初婚である｡妻は42才で,先夫 との問 に23才の男手を筆頭に 4

人子供を産んだが,現在その長男しか住 き残 っていない｡ 夫婦の問には 8才か ら1辛までの 4

人の十供がいて, これは腎性きている｡8)このよ うな姉女房婿に対 してコミュニテ ィのメンバ

ーが何 らかの異和感あるいは例外 としての感 じを抱 くことはない｡9)

以上年齢較差について異 常 と見 られるケースを検討 してみたが,較差が多いと再婿の場合が

'yyいとい う傾向以外は和関するファクターはないよ うに思われる｡結論としては年齢較差が彼

らにとって重要でないことを証 明 している｡兄に絶対年齢が分か らないと述べたが,比較年齢

については年齢差とい うよりも (親族関係の)1冊e差として受け取 られ,本人同志が納得 して

いる限 り年齢の差はあまり気にされないようである｡

m 配 偶 者 の 選 択

婚姻対象を知 るための特別の制度,あるいは婚舎などは存在 していない｡配偶者選択の社会

的束縛は極めて少ないよ うに見え,ほとんど好 き嫌いの感情をもとに,結合分離が繰 り返 され

ているのではないかと思 うほどであり,事実婚姻当 事者の意志は常に尊重 される｡両親 も親族

も本人の最後的な意思表示がない限 り,無理矢理に配偶者を押 しつけるとい うことはない｡ し

か しその選択の簡閲を制限する規制がないのではないC最 も基本的なネガテ ィブなものは近親

婚禁止である｡これはきょうだい婚禁止以外は,異†1日t婿の禁 止としても表現 される｡逆に見

れば,同世代親や近親以外のものとの結婚を促進 しているポジテ ィブな規制である｡ただオラ

ン ･フルが言葉として表現する日出こほネガテ ィブな規制として表現 されるとい うことである｡

近親婿の禁止の範岡は,同世代親では,き,Lうだいの開だけである｡養子として血縁関係の

ないものが, きょうだいの車に入 ってもやはり禁婿である｡異母あるいは異父 きょうだい,お

よび毒 口こ行ってしまった実のきょうだいも同株である｡ただし,きょうだい以外の同仲代親

即ちいとことは自由に 結婿できる｡ 特定のいとこ婿を 好むということもない｡ Jorak 邦落で

のいとこ婿を見 ると,FZDIO'(1),FBD(2),MFBDD(1) と結婿 した例 が 5例見 られる｡11)き√よ

うだい相姦は死罪に値すると 言われているが, 彼 らの 記憶の車 にはそのよ うな 例 はないとい

8) 女の先夫は共産主義ゲリラ活動期に逮捕されて戻らなかったので,現在の夫と1954年.7=結婚したとい

う｡従って結婚当時夫は22才,妻は30才である｡
9) 1967年 (調査後)に27才と23才の無 )'･の夫婦が離婚して,妻は5才下の初婚男 千と再婚している0

10) 以下親族名称をつぎのとおり略記する｡
B :brother, D :daughter, F:father, M :mother, P:parent,S:son,
W :wife, Z:zuster(sister)

ll) Jorak部落の現在の婚姻件数は28組である｡
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う｡12) ただし1例 FWD と結婚 している例がある｡ 父は再婚で, 義理の母 は 5回目の結婚で

ある.彼は先妻 と死別 して, 1年ほど前に現在の妻 (初婚) と結婚 した｡妻は彼の義理の相の

2回 目の夫 との問の子供である｡父の家族 とは別の部落に住んでいる｡

異世代間の婚姻禁忌に対するサ ンクションは神秘的な崇 りとか, 仲間や親族か らの叱責 ･咽

笑だけで,物理的な罰を加えることはない｡ Jorak部落で BD 姉を しているのが 1例, その

他 FPZD,MBDD あるいは FFZD (-MFFZD),FMMBSD などと結婚 しているのが 1例ずつ

ある｡ このような近親婚を正確にたどることは極めて難 しい｡まず離婚 ･再婚が多 く half-re-

1ationshipが非常に多いことがあげ られる｡そ してその父親や母親の名前が不明であったり,

暖味であったり,時には同一人物が違 う名前 で呼ばれたりするので,血縁関係があると思われて

も系図の上で具体的に繋ぎ合わせ ることが困難 となる｡ このようなせ 情で,上述 した事例が近

親婚のすべてであるとは思われないので,あえて近親婚 と全体の婚姻との比率を問題にしない｡

オラン ･フルは社会的 ･経済的にマラヤに住む他の人種 と較差がある｡ しか し通婚の社会的

･地理的な制限は彼 らの意識の←恒こはない｡たとえ中国人でもマレ-人でも西欧人でも自由に

結婚できるし,地理的にどんなに遠 くか ら来ていても彼 らの部落に住む限 り問題はない｡ただ,

他出してい くとなると,親族の間でかなり反対があり, ことに女の場合は夫になる男が一度女

の親族 と一緒に暮 した後でなければ,勝手に婚出 して行 くことは難 しい｡

Jorak部落では2人の中国人が原住民の妻を要 って土着化 している｡13) 部落に屠住する者の

親族の行方をたどってみると, 4人の女性がオラン ･フル以外 と結婚 して他出している｡中国

人に 2人 (Endauと Singapore),マレ-人に 1人 (JohorBahru),インド人に 1人 (Mersing)

である｡一方中国人 と結婚 して出戻 りになって帰 って来た経験のある女性は10人にも及ぶ｡特

殊なケースとしてボルネオか ら来た Dayakが土着 した例 もある｡14)

部落構成員の出身地を見 ると,Jorak部落では北の Nenasi方面が多 く,TanjongTuan部

落では南の Kahang,Punan部落では Mentelong,Peta 部落では酉の Bekokが多い｡15) 過

婚の地理的な範囲は南北 ･西に約 50-70km の所にあるジャクンの 部落 にまで及んでいるこ

12) 創造神話では最初きょうだい婚が続き,7柑代の間はそのようにして近親婚を繰り返し,その後にな
って全部世界各地に散って行き,orangdagang(関係のない人)となったという｡

13) 中国人と2度結婚した老婆が語るには,中国人がオラン･フルと結婚するのは同じ布地でもいろいろ
と値段が違うのを買う者があるように,結局はお金の問題で,彼らが好いているのかどうかは知らな
いと｡

14) 19世紀の終りの報告にもこの Dayak 達が触れられている｡ H.W.Lake&H.J.Kelsall,"A
JourneyontheSembrongRiverfrom KualaIndautoBatuPahat,"JournaloftheRoyal
AsiaticSociety,StraitsBranch,no.26(1894),p.22.

15) 彼らの定着の歴史をたどることは難しいが,エンダウ川,スンブロン川およびその支流域に沿って住
み,周囲の土地を耕してしまうと次に移る生活を繰り返している｡部落の名前はその付近の川,丘の
名前を取って呼ばれるので,個人の移動歴を尋ねると数カ所にとどまらない地名が満てくる｡その上,
共産主義ゲリラ活動期に政府がエンダウ川流域の原住民を1カ所に強制移植させ,現在の諸部落はそ
の移植地から徐々に分離していったものである｡そのような関係で通婚率を求めることは出来なかっ
た｡なお,集落に関しては拙稿 ｢マラヤ原住民 (オラン･フル)の経済生活｣参照｡
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とになる｡南 および西-の交通は水路が主であるが, とくに酉の方は陸路,ジャングルの申 を

通 って行 くO北の方 も内陸直川tを通 りなが ら通行できるのであるが,現在はむ しろエ ンダウの

1町 こ持て,バ ス, 自動車で北の川の河口まで行き,そ こか ら遡行す るC この通婚圏以上にオラ

ン ･フルが婚 姻の鉦 こ移動す るとい うことは稀である｡ 同時に彼 らの外界に対す る認識 も,ほ

ぽこのサー クルのl叫こ限 られて くるoそ して途申を飛びこして KualaLumpurや Singapore

があ り,白人の国や 中 国が存在 しているO

一般 に部落内で適当な相手がいれば,部落内で姉別す るのが手続上 も最 も冊甲であるO しか

し部落内婿 ･外折の規則 とい うものはない｡

nr 婚 姻 対 価

婚姻には財貨･労役の移譲が伴 うことが多い｡ これは婚姻による人的交流によって杜 じた不

均衡を柚互に補 って,両者のグループの均衡をその社会な りに保 とうとす る働 きで, もっとも

直裁に姻族関係のあり方を規定す る要件と言 える｡

19世紀の申葉にエ ンダウのオラン ･フルを訪れた J.R.Logan によると ｢結婚に先立 って,

花嫁の両親に闇坪な贈物が送 られる｡バテ ィンとその家族は40枚のJmを,他の者は20枚の皿を

送る｣ とい う｡16)Jorak 部落のバテ ィンによると,二廿は婚賢はわずかJH14枚で良か ったとも言

う｡ しか し現在では これ,らの対価はすべて現金に換算 され るo

婿 桐の相談を受けるのは,当事者の waris17)(核親族)で, その中で も warisを代表す る

ものが wali18)と呼ばれ るc waris同志が,lr'I事者の合意に基づいて,婚姻を承認す ると,宿

16) J.良.Logan,"TheOrangBinuaofJohore,"JournaloftheIndianArchipelagoandEastern
Asia,γol.1(1847),p.270.

17) 前掲拙稿 ｢マレー半島におけるジャクンC/j親族名称｣50ページ参照｡厳密に言えば warisは姻族闇
係にあるものを含まない｡しかし,warisが女である場合には,婚姻の交渉とかその他の集会で,彼

女の夫が彼女の利益を代表して発言することが多い｡
18) waliのマレー語での意味は ｢代表者｣で,waris｢司様アラビア詔汀二由来する｡waliの意味は辞 書な

どによると下記のごとくである｡ 1)guardianformarriage(AhmadIbrahim, IstamicLau)
inMalaya.MalayanSociologicalInstitute,Singapore,1965.) 2)malerelativelegally
responsibleforbrideunderMoslem law,normallyherfather(JohnM.EcholsandHassan
Shadily,AnIndonesian-EnglishDictionary･2nded.New York,1963.) 3)herfather,or
intheeventofhisbeingdead,herclosestagnate(JudithDjamour,MalayKinshipand
Marrl-ageinSingapore.LondonSchoolofEconomicsMonographsonSocialAnthropology,
no.21.UniversityofLondon,1959,p.62.) 4)Guardianofunmarriedgirl昌.e.,ascending
agnate(neveruncleorbrother)(R.0.Winstedt,AnUnabn'dgedMalay-Engll'shDictionary.
6th ed.KoalaLumpur,1964.) 5)allrelatives (in Kelantan) (Richard Downs,"A
KelantaneseVillageofMalaya,"inJulianSteward(ed.),Contemporary ChangeinTra-
ditionalSocietl'es,VolumeII.UniversityofIllinoisPress,1967,pp.137--138.)なお,Winstedt
J)誤 ト‖こ関してはDjamourがj封F,JALている｡ (Judith Djamour, TheMuslim Matrimonial
CourtinSingapore.LondonSchoolofEconomics MonographsonSocialAnthropology,
no.31.1966,p.15)Oいずれにしても,これらはイスラム法での定義であって,オラン･フルがムス
リム ･マレー人に影響されてこの言葉を使っているのかもしれないが,イスラム法におけるような江
的な保護苦 (後見人)という強い意味は藩札 むしろ交渉の代表苦というだけの意味である｡ しかも,
サラン･フルの社会では父親よりオジ (bapasaudara)のほうが強い発言力を持ち, 父方のオジと
Iこ]:万のオジ土がいるjl-/pL-(工ま,丹方のオジのほうが強いJjを持-1ているとされる｡
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約が取 り結ばれる｡婚約のために男の方は 8ドル 19)の現金 と,花嫁の使 う身の廻 り品20)とを準

備する｡ これ らの贈物は,男か ら女側の waliに渡 され,女 白身の手に入 る｡バテ ィンは この

仲介をす る｡婚約は してもしな くても良いが,女の身の廻 り品の贈物は必ず男が用意せねばな

らない｡ この贈物に対す る女性側の反対給付はない｡

婚姻の要件 として最 も重要なのは maskahwin (婚資金)である｡ この額は,2.5ドルか ら

25ドルまで,部落によって,場合によって,バティンの裁決に任せ られる｡バテ ィンは先例を勘

考 しなが ら金額を決定す る｡ この金は女の所有になる｡ しか し,離婚の際に女性側に落度があ

ると, この金を男に返済せねばな らない｡ この maskahwin以外に timbang21)として, い

くらかの金がバテ ィンと 女側の warisの間で分配 される｡ さらに婚礼の際の手間賃あるいは

寸志料が,両方の warisの問に分配 されることもある｡ これ らの金は男が準備 して, 男側の

waliを通 じてバテ ィンの手にいったん渡 される｡ バテ ィンは女側の waliに手渡すわけであ

るが,その分配法はバテ ィンが決める｡婚礼の費用22)も男の負担であり,100ドルか ら500ドル

の経費が女性側の warisに渡 され,女性側はその経費でもって婚礼をすべて用意する｡

これ ら男の側の出費に対 して,女の方がお返 しをするとい うことはない｡上記の額をすべて

支払わねばな らないとすると多額なよ うであるが, PrimaryPrestation23) は, maskahwin

であり,その他の費用は ContingentPrestationsない しは婚礼費用であって, な くても済ま

される｡また,支払われたとしても貯蓄 されるものではな く,その場限 りで消費 されて しま う

ものである｡ しか しなが ら, これ らすべての経費を入れてもマ レー人,中国人の婚姻費用に比

べれば概 して安い｡24)

19) マレーシア ･ドル｡1ドルは約118円に相当する｡

20) (金または銀)の指輪,耳飾り,首飾り,布地,衣服,-ンカチ,口紅,白粉,鋭,髪油,柿,剃刀,
煙草,ベテル,シレ｡すべて買うと60ドルから120ドルくらいかかる｡

21) このことばは, "estimatingthe weightofanything,り"consideringtheprosandconsof
aquestion"という意味のマレー語であるが,オラン･フルではバティンによって決裁されるべき罰
金 ･税金 ･購罪金である｡特に何か慣習にもとることをした場合には,この timbangが大きくなるく
その処置はすべてバティンに任されている｡罰金という意味の dendaよりは広い意味に使われ,罰
として出すことに限らず, バティンが出すのが妥当だと考える懇意的な額である｡ しかし, もちろ
んバティンの結論が住民を納得させるものでなければ,部落の人が離散して行 く結果となる｡なお,
サラワクの Dayak も timbang という語を使うが, この場合は伝統的な物品による罰額を現金に
換算しなおしたものという意味である｡ cf.A.J.N.Richards(comp.),DayakAdatLawin
theSecondDtvisl'on.TheGovernmentPrintingO托ce,Kuching,1963.

22) マレー ･インドネシアの"wanghantaran"(TerHarr)あるいは"belanjahangus''(Rosemary
Firth,HousekeepingamongMalayPeasants.(2nded.)London SchoolofEconomics
MonographsonSocialAnthropology,no.7.1966,p.201.)"hantaranbelanja"(口羽益生 ･
坪内艮博 ｢マラヤ北西部の稲作農村｣『東南アジア研究』第5巻第1号,1967,p.ll.)に相当する｡

23) MeyerFortes,"Introduction,"MarriageinTribalSocieties.CambridgePaperinSocial
AnthroF)logy,No.3･Cambridge,1962,p.9.

24) 例えば,ある中国人の材木業者が Jorak部落の娘 (未婚) と結婚したいと申し出た｡ それに対し,
娘側のwali(この時は娘の母の弟)は独断で500ドルの保証金とそれに諸経費の支出を要求した｡保
証金というのは,オラン･フルでも前例がなく,Jorakのバティンは,そのような前例のないことは
自分に関係がないから,waliの間で処理すれば良いということにした｡ この交渉 の後で中国人が言
うには, ｢オラン･フルなどにそんな多額の婚資金を出したら, 中国人コミュニティの仲間に対して
顔向けができない｣と｡
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オラン ･フルの婚姻対価は上記のように,かなり簡単なもので,ごく形式的で,実質的な経

済的意味が大きいとは考えられない｡ しか し, この対価が支払われないと,夫婦の方 も恥ずか

しさを感 じるし,親族 も,本人が支払われぬ場合は,種 々の援助を与えて,できるだけ婚礼を

盛大に しようとす る｡それでも, この対価な しに common-law-marriageのような形で結婚tl-1

活に入 ったものもないではない｡彼 らに対する特別なサ ンクションあるいは差別は公にはない｡

結局,男に要求 されるのは,結婚式のための費用,すなわち饗応 と誇示に関することであって,

花嫁-の贈物,岳父母の親族-の寸志がそれに付け加えられるにすぎぬとも言える｡

＼ナ 婚 姻 儀 礼

オラン ･フルの社会では特別な成人式はない｡結婚の交渉のイニシアテ ィブは,男の方が取

る｡男の waliが女の方の両親や warisに,女の意向を打診に行き,本人 も waris達 も承認

すると,婚約の段取 りになることは前節で述べた｡この予備交渉の段階で,本人同志が直接交

渉することは禁 じられており, これを破るものは,婚姻が成立するしないにかかわ らずバティ

ンに罰金を課せ られる｡25)

この予備 交渉の段階で,女の側か ら婚資客白に対する希望が出され,ほぼ一致する段階まで交

渉がなされる｡予備交渉がまとまった時に,婚約のための費用 として,男側から8ドルの婚約

金が支出されることもあるが, これは男の任意にまかされる｡maskahwinの客酎まバテ ィンに

よって決定 されるが,贈 り物の数は,前節に述べた品物を-揃えか二揃えあるいは三揃え,坐

部金製にするか銀製にするかなどが女側か ら要求 される｡饗応のための費用の額 も, この際決

定 される｡ しば しばこの時に女性側が大きな金額を主張 して,両者妥協せずに物別れになるこ

とも多い｡

予備交渉で決め られた日に, 男の warisが女の家を訪ねる｡ その前にバティンの所-行 っ

て,贈物,婚資金などをあらかじめチェックして もらう｡同時にこれが男の側か らのバティン

-の最初の正式な報告 ともなるわけである｡ 品物 と婚資金はサ ロンに包まれて,肩から掛けて

持 ってい かれる｡ 女の家での品物の受渡 しも必ずバテ ィンを介 して行なわれる｡部落の違 う場

合は,女の属する部落のバティンが婿掴仲介者 となり,男の属するバティンは捧暖 しないO こ

の席には,バテ ィンと,女の warisおよび男の warisと当人同志が出席するo男側ojwaliか

らバテ ィンに,所定の贈物と金額がみなの面前で もう一変確かめ られてか ら手渡される｡パテ

25) 1965年10月,Denai部落ujFJ3(来婿)が,Jorak部落の若い離婚女廿に 直接結婚するかしないか
の返車をせまった手紙を出した｡たまたまこれが Jorak部落のバティンの手に入り, その男は,も

し結婚したいのなら即座に300ドル, その金が出せぬ時は罰金50ドルを支払うように言い渡され, 結

局彼は後者を取らざるを得なかった｡その50ドルは,Denaiと Jorakのそれぞれのバティンが2等

分し,Jorakのバティンはさらにそれを女の親族などに配分したoDenaiのバティンは全額を着服
した とい う｡
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インは,それを女側 の wali-また確認 しなが ら渡す｡ 女側の waliは, その waris一同に

順番に回 して披露 し,最後に新婦に渡す｡ この後,女性側 か ら煙草とベテルおよびシレが出さ

れて,バテ ィン,新鮎 その waliが喫煙 し,噛んで婚約の儀式は終わる｡バティンの役 目は,

結婚の伸介 と認針 と言える｡ この婚約 の時に小規模な共食儀礼が行なわれることもある｡婚約

のととの った 2人が皆の前で食事を し, 煙且 シレを喫する｡ その後で男方の wali,友達仲

間に給仕す る｡そ して参会者の会食が続 く｡

こC/)婚約締結後, 婚約者達 (tunang) は相互の親族に対 して親族名称を用いることを要求

される｡26) 婚約を破れば,罰金は25ドルと言われ,女の方が違約する時には贈物 ･婚資金 も返

済する必要がある｡

婚約か ら結婚式までの日数はまった く不定で,新郎側 の都合によって,新郎 が勝手に決める｡

これは普通,饗応のための費用捻出に要する時間であり,再 ちに行なわれることもあり, 3カ

月, 6カ月後 と区切られることもある｡ 結婚式の集ま り27) には部落外か らも招待 され る｡ 特

に warisはどんなに遠 くにいても通知を受け出席を待たれ る｡他の饗応に比べると,もっとも

)[盛大な饗蓮が設け られるのが普通である｡

婚礼の集まりは普通花嫁の両親の家で取 り行なわれ,主な行事が四つ区別 される｡ (i)結婚

式そのもの (berarakkahwin,bersanding),(ii)共食, (iii)慰み事, (iv)姻族同志の会合

の四つである｡

結 婚式は,おそ らくマ レー人か らの影響が強いのであろ うが,次のよ うな過程で行なわれる｡

(l)川で各 々の友達仲間,近親者などに助け られて,別 々に休浴する｡28) 花嫁は川上で花婿より

先に,次に花婿が川下で休浴する｡29) 花婿 ･花嫁は 別 々の控えの家にいる｡ 花嫁は, 自分の

家すなわち式の行なわれる家に控える｡式の為の衣装はマレー風で,オラン ･フルにとっては

何の意味 もないソンコッ (songkok, イスラム教徒の被 るとされている 帽子) をも用いる｡30)

(2)休浴 して盛装 し終 えると, 新郎が傘をさされて,新婦の家に行列を組んで行進 して行 く｡新

Ir!肌まいとこや友達仲間に手を引かれなが ら歩 く｡ 先頭の者は銅錬 (sentawa)を鳴 らして賑賑

しくする｡(3)家に入 る前 に,新婦側か ら行進を阻まれ,そこで両方か ら代表者が出て,マ レー

26) 陸ダヤッのように婚約の結納をすると, 正式の結婚の前に共に寝るということは,オラン･フルには
ない｡

27) このような ｢集まり｣ あるいは饗応 (jamu,bekerja,makanbesar)に招待する人の範囲は, 饗
応の種類によって地域的範囲が決められる｡例えば結婚式は部落を越えてとか,病気治癒の招待は部

落内だけでとかというきまりがある｡

28) 休浴の際,tepongtawarが頭からかける｡
29) 花婿は家から沫浴場所まで友達仲間に担がれて行 くこともある｡
30) マレー服,ソンケット(songkit),クリス,肩掛け,男は靴,色眼鏡までマレ-人を模倣している.

香水を薬指で,眉毛に3度,胸に3度,薬指 ･中指から手のほうに3度ずつぬる｡また赤い色の hinai
を男も薬指と他の任意の把の爪に塗る｡花嫁は眉毛 ･額を剃り,額際に短い毛を切り揃えて前に垂ら
し,その毛と残りの髪との問のはえ際を明確にする｡そして花婿から送られた指輪,首飾り,衣服な

どを身につける｡
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式cJj演武 (silat)を行なう｡幾人かの演武が終わ ってか ら,いよいよ新郎が戸日に近づ くと,

戸口を守 っている新婦の warisの一人か ら再び阻止 され, ここで戸 口料 (kenapintu)若 十

(2.5ドル)を払わされる｡ 戸 口料を受け取 った新婦側 は, 米を頭の上から散布する｡ (4)新郎

は靴をぬぎ足を洗 ってか ら, 屋内の sanding の場所に手を引かれて席に-~バ O 麿には既に柁

嫁が坐 って待 っている｡坐 る向きは東向きで,男の左手に女が坐 るO互いに肩を組み合わせて,

運ばれてきた食事 (黄色い御 飯 とおかず) とシレと煙草 とを (それぞれ男と女の lVariSに助

けられなが ら)順次お互いに 食べさせ合う｡ その間, 他の者は冗談を投げかけなが ら見物す

る｡(5)この共食儀礼が済むと, 花婿が花嫁の手をrJ巨 ,て, 飾 られた寝室に行 き, 枕の上に坐

る｡親族などがそれを見に来て,儀式は終 りを告げる｡

婿儀の後は,集まって来た人々の会食になる｡会食の順序は,男性が先で,女性はそuJ後で

ある｡まず同世代の親族,友達仲間が,新郎新婦を囲んで食事をする｡その後,バティンを尤

頭に部落の中心だったものから食事を済ませてい く｡31)

この結婚の集まりの最後を しめ くくるのは, berhadatと呼ばれる姻族同志の会合である｡

これは一般の人が立ち帰 った後,即ち bersanding の翌朝行なわれる｡前日の式が,いわば地

域社会-oj披露であるのに対 し, これは現金の配分を通 した姻族間の固めの儀式とでも言えよ

う｡ 前節に触れた timbangや寸志料 (duithadat)などの配分と共に maskahwin も再度

確認される.32) その後, 新婦はそajwarisoj一人に両手を待たれて, 手の間に-ンカチを挟

みなが ら,新郎側の warisの所に行き,その膝を 3度両手で撫でる｡ その際, 付添いの者は

相手に新婦の面倒を良 く見て くれるよ うに頼み, もし新婦に過ちがあれば何でも申 し出て くれ

というような口上を述べる｡ 同時に新郎 も同 じように, 新婦方の warisに一人一人挨拶 して

回る｡ 挨拶が終わると, 集まっている姻族同志だけで共食する｡ この.共食には, 新郎新婦の

waris以外は参加 しない｡

か くして,結婚の披露は終了したわけであるが,新婚の両者はまだ色々な規則を守 らねばな

らない｡例えば, 3日間はお互いに向きあって背を向けないで寝ること, 3日間は必ず一つの

皿から食事すること, 3Ej問は朝起 きると必ず一緒に沫浴すること, 3日ない し1週間は部落

の外に山られず,土仕事などもできないこと,などである｡これ らの禁忌が守 られることは,

地域社会全体にとっても関心事であるが,むしろ彼 らの信仰体系などにことよせた,配偶者問

の紐帯を強めるための方便 と見 られる｡

31) 会食の準備は花嫁花婿の主な親族によってなされる｡その費用は花婿が出費するが,たいてい,彼U)
warisから色々な援助を受ける｡時には,(バティンの娘の結婚などの時には)部落の全員から何が
しかの募金 (kotek)をすることもあるという｡

32) 新郎の waliからバティンに手渡されると,その配分はバティンに一一一一任される｡例えば,jasaanak
(子供の奉仕)として8ドルの現金が新郎の waliからバティンに涯されると,バティンはその半分
の4ドルを新郎の waliに返して,それを新郎側で配分させ,残hの4ドルを新婦のオジに1ドル,
いとこに50セントずつというふうに適宜分配する｡
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なお,ムス リム ･マレー人はイスラム法により, 他の市民は MarriageOrdinance によっ

て,何 らかの結婚登録が必要であるが,オラン ･フルの場合は,何の登録も報告 も必要ではな

く,すべて彼 らの慣習法に任 されている｡

Ⅵ 婚 後 の 居 住 形 式

前節に述べたよ うに,結婚式は通例,新婦方で催され, 新郎はそのまま仕事を しない,部落

を出ないとい う禁忌 (pantang)を守 って一定の期間新婦の両親の家に住む｡ 昔 は 1週間ある

いはそれ以上であったが,現在は 3日間だけでも良いと言われる｡禁忌開けの後 も,最初の 1

年は妻方の両親の家で過ごし,次の 1年 は夫方の両親の家に住み, 3年 目か ら好 きな所に独立

して家を建てるとい うのが,一種の理想の型であったと言われる｡現在は,労働条件などの個

別的な事情のほうが優先 して考え られる｡ しか し,いずれにせよ, 新婦の warisの同意が必

要である｡

新婚 1年未満の夫婦 5例を見 ると, 4例が妻の両親あるいは妻の兄の家に寄寓 している｡他

の 1例は,部落に自分の家を建てて住んでいるが,両方の両親 とも同部落に居 る｡ 2年以上の

夫婦の寄寓関係を見ても圧倒的に妻方居住の形式を取 っているものが多い｡33)

部落内始の場合は居住の問題 もさして重要ではないが,異部落の者 との婚姻の場合は,両方

の warisが自分の部落に住まわせよ うと努力する｡ 特に中国人などとの婚姻の場合, 結婚の

条件 として,娘を部落か ら連れ出さないことを主張することが多い｡一つの理由は,娘を通 し

て得 られる経済的利益が失われるからである｡34)

木材伐採などの仕事で他出 して行 く時は,妻を妻方の血族に残 して行 く｡ しか し,一般には

夫婦揃 って仕事のために移動 してい くのが普通であり, クアラル ンプールの病院-入 る時で も,

病気でない配偶者 まで一緒に付いてゆき,原住民局を悩ませ る｡ただ, このよ うに単位 として

は夫婦の紐帯は強いが, この単位の存続が危機に落ち入 った時には夫婦結合を越えて,きょう

だい結合が強 く働 く｡そのために,平常では配偶者のきょうだい (ipar) との関係に気をつか

い,他方では離婚が比較的簡単になされるとい うことになる｡

1¶ 性 道 徳

婚前の性交渉は禁止 されている｡婚前の者が交渉を持 ったことが判明すると,kahwintang-

kap(掴まえ結婚) と言 って両者を 強制的に 結婚 させ ることになる｡ まず 男の方を, 女方の

33) 居住の実態分析は,前掲拙稿 ｢マラヤにおけるジャクンの家族構成の特質｣pp･37-38およびpp･4ト
43において述べたので,本稿では省略する｡

34) 前掲拙稿 ｢親族名称｣p.43, ｢娘の婿 (とくに長女の)に対しては,老後の扶養をはじめとして,
種々の援助が期待される｡｣
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warisが捉えて来て, 当該のバテ ィンに決裁を求めに行 くO 男またはそuj父親は, バティン

の下す罰金 (denda)を支払わねばならない｡35) この罰金が支払われない i呪 ま, 男は 女方 の

warisに無条件で服従 し,かつ彼の方か ら離婚で きないことになるO

上記は結婚の意思のなかった者が過ちを犯すと強制的に結婿させ られる例である｡ ところが,

結婚するために,両者があらか じめ示 しあわせて,男が女の家に行 って寝てしまうことがある｡

(pakaituju,to usethe collusion)これは明 らかに結婚の一種で, 粗の反対がある時 や,

十分な婿資金がない畔 に用 い られる｡ もちろん, 初婚 の場合にはそれ 相 当 の罰金が課せ られ

るO -例 (Harun-Tempayang)では,慣習法に反した手段に訴えた事を水に流 して もらうた

めに (berseh),バテ ィンに20ドル (これは娘の waliに渡 された), 罰金 (denda)16ドルを支

払 った｡ この罰金支払いによる煩罪の後で,改めて maskahwinや婚礼費を新郎が払 って,

普通の結婚式を取 り行なった｡ただ し,離婚者などの問で この方法が使われる時には,12ドル

の罰金をバテ ィンに支払えば良いだけであるo他の種 々な手続きは一切省かれる036)

この pakaitujuが夜這いの制度あるいはその名残 りだとは思われない｡オラン ･フルにお

いては, この方法は求婚方式ではな く,あくまで も両者の合意に基づいて結婚に持ちこもうと

する最後的な手段であるG婚前 の性交捗に対 してE3'jL容でない規範を利用 していると言える｡

婚前の性交渉はこのように,ある意味では厳 しく制限されている｡また結婚のための交渉 も

正 しいチャンネルを通 さねは, バテ ィンに罰金を言い 渡 されることになるO 婚前の男女 oj曲

れも,適齢期になると差 し控えられるが, しか し,男女を隔離 しよ うとするようなムス リム ･

マレー人よりはず っと自由な態度が取 られる｡ただ,婚前交渉 と言 っても,単なる噂では問題

にならず,現場を目撃 した証人が必要であるO 秘密裡に行なわれた者の堕胎はあるo

結婚後の娼外性交渉は,婚前性交渉 と逆に,直ちに夫婦の離婚に結びつ くO過ちのあった方

はもちろん罰金 (denda)を支払わねばな らない｡ 一度離婚経験のある独身者は,｢すでに手を

濡 らして (basohtangan)いるのだから｣かなりの自由が認め られる｡

男のごく一部の巾には, 近 くの町 (Keluang,Mersing)に行 って, 売笑婦と交渉を持つも

a)もいる｡37)既婚者に限 られるよ うであるが,別 に罪意識もない｡女性の他出で消息不IIJjはあ

るが,克笑婦 とな った例はない｡

35) 父親は女方のwarisに30ドル支払い,結婚する2人のために家を建て,焼畑を切り開いてやらねばな

らぬという.Jorak部落の娘と他の部落の若者とのケ-スの場合は 遂に一銭も支払わずに終わり,

若者は娘の兄の家に一一緒に住むようになった｡父親はしばしば食物などの仕送りを続けている｡

36) Jorak部落のバティンによると, この際支払うべき金額 (timbang) は25ドルから30ドルであるo

†日も 普通の人は6ドル,バティンは8ドル,"Jukra"は25ドル,"Setia"は10ドル,年寄り10ドル

という区別があったというDこれは部落での役職の名前であるが,現在ではバティンだけを残してい

る｡この額もバティンの裁量によって,個人的な条件を勘考して金額が決められる｡

37) 巡回してくる医療員に淋病の症状を訴えて注射してもらう者がいるO
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性生活 も建物の構造上38),かなり開放的にならざるを得ないので, 7-8才の幼少年でも遊

びごとに大人の性行為の模倣を したりする｡

性道徳は素乱 していると言 うのではないが,かなり自由である｡それでいながら,性交渉が

直ちに婚姻に結びつ くので,適当に規制されている｡

Ⅷ 婚 姻 解 消

婚姻の解消は,配偶者の死 亡,遺棄,離婚によって生 じる｡マレー語の cheraiという言葉

は ｢離れること｣を意味 し,死別,離別の両方を含む｡特に死別の場合は Cheraimati(dead

separation),離別の場合は cheraihidtlp(livingseparation),と区別 される｡死亡, 離婚に

よる婚姻解消には何 らかの財産の分割が伴 うが,遺棄の場合には一方の全財産の無条件の放棄

ということになる｡39)完全に放棄された時は,離別 として扱われる｡

婚姻経験者141名 (男70,女71)40)をサンプルとすると, その内21名 (男10, 女11)は現在

無配偶者で,残 り60組の夫婦が通常の結婚生活を送 っている｡

離別 ･死別の頻度数を,1回の cheraiを 1として表にしてみると,表 2のどとくなる｡まず

死別と離別 とを比較 してみると,婚姻解消の約62.5%は離別であるが,回数 6回と7回の女性

の3ケースは特別の注意を要する｡彼女達は Endau北方 60km くらいにある Nenasiの出身

で,Nenasiで既に離婚を経験 してきている者である｡第 2節で指摘 したごとく,Nenasiでは

(Endau のオラン ･フルによれば)早婚が行なわれ,離婚 も Endau よりはずっと多い｡ 次に

3人とも離別ばかりを繰 り返 しているということである｡第 3に,この内2人は子供を 1人も

産んでいないこと (42才と26才)と他の 1人は結婚の相手が 7人全部中国人であったというこ

と (子供は 3人まで産んでいる)である｡もちろん,Nenasiの人間がすべて離婚が多いとか,

1度離別すると何度 も繰 り返すとか,不妊や中国人との結合は離婚に結びつ くとか,というこ

とを,一般化 して言おうとするのではない｡これらの傾向律に関 しては,いずれも反証があげ

られるo しか し,このような特異な諸条件が揃 っているこの 3ケースを ｢例外｣とすることは

許されるであろう｡この3例を除 くと,離別と死別の比率が11:9と近 くなって くる｡

38) 前掲拙稿 ｢家族構成の特質｣pp.464-467｡寝室の区切りのある家は26.4%だけで,作り方が簡単な

ので静かに歩いても音がする｡雑魚寝をすることも多い｡
39) 完全に離婚してしまうことを putuscllerai(tosettledivorce)と言い,もし男が部落から離れて

長期間不在にした時は cheraigantong(pendingseparation)と言い,そのまま消息がない場合
には遺棄の形になる｡あるインフォーマントによれば,3カ月と10日間,外に出ている夫が妻に何も
送らない時は,妻は自由に結婚できるという｡もちろんそれは別れる意思がある場合だけで,そうで
なければ相互信頼に基づいて,いつまでも待つという｡女が駆け落ちした時も,遠方の地に逃げてし
まえば,そのまま離婚になる｡

40) 4クラミン,8人の夫婦は調査不能につき,いちおうここでは省く｡
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蓑 2 婚 姻 解 消 経 験 者 数 と そ の 回 数
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( )内は現在独身者の人数

男

婚姻経験者 :141人 (70,

延婚姻回数 :242回 (107,

延離別回数 : 75回 (24,

延死別回数 : 45回 (22,

10 8 8 11

6 8 6 6

2 1 10 5
4 6 10

＼)
.･1.
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1ヽ.

女

71

35

51

23

1

性別に見 ると,死別では男女ほぼ同 じ割合であるが,離別のほうは上記特異 3例を除いて も

まだ女性の離別回数のほうが男性を上回る (24:31) O ところが, さらに離婚 4回C/)ケ-ス 5

例 (男 1,女 4)を見てみると, 4回死別独身男 1, 2回ずつ離別 ･死別を繰 り返 した有配偶

者の女 1人の外の 3人はいずれも中国人 と結婚 して離別を している｡ このようなことを考慮に

入れて,高離婚率者を除いて,離婚 3回までの離別回数の性比をみると24:21となる｡

中国人との婚姻回数13例 (ただ し JR5W の 7人のLit国人 との離婚は別)のうち, 死別に終

わったもの 3例,離別 8例で,現在 も続いているもの 2例 (ただ し,内 1例は調査後死別に終

わる)であるか ら,概 して中国人と添い遂げるとい う例は少ないことは碑かである｡中国人と

の結合 ･離合を特別なものとして扱 って,離別回数を比較 してみると,男女24:23となって,

女性の 離別回数が苦しく減少する｡(この車 には,上述の 7,8回離婚の 特種ケースは今まれ

ていない｡)なお, この離婚回数の申には, rojok とムス リム ･マレー人C/)称する同一人との

再婚が 2ケース含まれている｡ 内 1例は, 妊娠中に別れ, 子供が生まれてか ら再婚 したもの

で,離婚の原因は ｢好きではなかった｣か らと言 うが,詳 しくは不明である｡他の 1例は,大
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が共産主義者ゲ リラ時代に 政府軍に捕まっ 表 3 男女別累積離別回数

て長期間不在の間に 他の男 と結婚 したが, ＼＼-＼＼回数

旧夫が帰 って くると共にその男 と離婚 して 性別 ､-､-

円満に元の鞘に戻 ったケースである｡41' 男 (人)

全体の婚姻回数 (男107,女135,計242) 女 (人)

1 2 3 4 5 6 7 計

13 3 2 r18

15 4 1 1 1 2 24

で,離別回数を割 ると,男22.9%, 女39.4

%,全体で32.1% という離婚率 (回数)が出て くる｡死別 に終わった婚姻回数を除いて離婚の

割合を見 ると,男28.2%,女45.5%,全体で38.1%である｡ただ し,女性の中国人 との婚姻お

よび Nenasiか らの 3人の女性を除いて算出すると,女性の離婚の割合は男性とほとんど変わ

りな く,む しろ低 目でさえもある｡ 即ち, 前者の割合では 22.5%,後者の率では 28.0%であ

る｡男性人口中には 2人の中国人が含まれているが, この 2名の中国人の婚姻解消はすべてオ

ラン ･フル相手であり,女性が中国人 と結婚する場合ほど離婚統計に影響を与えているとは思

われない｡42)

表 3は離別経験者だけを対象に離別回数をチェックしたものである｡男では 1- 3回,女で

は 1- 7回の離別を している｡後者の場合 も特殊な事例を除けばだいたい 1- 2回である｡共

に最頻値は離婚 1回,離婚経験者の平均離婚回数は1.8回 (男1.3回,女2.1回)である｡

表 3において,初婚が離別に終わった者39人 (離婚経験者の92.9%), 初婚が死別によって

解消され,その後再婚離別を した者は 3人 (女)だけである｡初婚離別の内,子供が生まれる

前に離別 した者は約59% (男 8,女15,計23)43',一子をもうけてから離別 した者約 23% (9

ケース)で,両者あわせて82%を占める｡残 りのケ-スは異例とも言え,その内 1例は夫が4:-.

死不明となって再婚 したケ-ス,他の 1組の離別は,妻が気違いとなって しまったので再婚,

妻の方は彼女のきょうだいに養われているとい う例である｡残 りの 1例は, 5人の子供を産ん

で離婚 した例で,女の方はその後 3人 (うち2人は中国人) と再婚 しすべて離別,男の方は再

婚死別 した後,現在婚姻中である｡

初婚か ら離別 までの期間を子供の出生数から推定すると,ごく短期間であることが推定 され

る｡44) しか し,試験姫のような制度はな く, 過去においても正規の 婚姻と 区別 された 試験婚

41) 従って,夫の方は ｢離婚｣したとは考えていないので,この男のケースは表2に数えられていない｡
42) ちなみに,この2名を除いた男性の離婚の割合は,延婚姻回数で21.5%,死別を除く婚姻回数で25.9

%となる｡
43) この23ケースのサンプ ルを年代別に見ると,10代2,20代5,30代2,40代11,50代2,60代1で平

均32才｡その内10人は結婚後1年以内に離婚したという｡現在に至るまで子供のない者は6人である
44) もちろん

偶者が8カ

754

初婚期間の回答はないわけではないが,
月と言うかと思えば,他方は8年と言っ

答えは2カ月から10年まで様々で,片一方の旧配
てみたり,多分に疑わしい数字が混じっているの

で取りあげない｡当人の年齢,数字の信頼性などを考慮にいれて推定すれば,初賂離別無子のケース

は,ほぼ数カ月ないし二,三年の間の離別で,1年前後が多数を占める｡
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が あ った とい うイ ンフ ォーメイ シ ョン はな

か った｡婚姻 の時期が, かな り早 くなるこ

ともあ って, その場合 に子供がす ぐには産

まれ るチ ャンスが少 ないので, 離合 がたや

す く行 なわれた ことは想像 され る｡45) 婚姻

対価が名 目上 の もので, 額 も少 な くて済 む

か ら離婚が多 い とい う経済 的な問題は, オ

ラン ･フルに関 しては的を 射 た ものではな

い｡

過去何年問かの婚姻数 と 離婚数 とによる

離婚率 は, 登録 も記 録 もないので得 られな

表 4 年齢別離婚経験者

年齢グループ 男

-19

20-24

25-29

30､34

35㌧39

40-44

45--49

50-54

55-59

60､64

65-

計

1

2

1

2

4

4

1

女

2

5

1

2

7

2

1

2

2

18 24

いが,年齢 グループ別 の 離婚経験者数を参

考 のために表 4に掲 げてお く｡

離婚 の割合 の大小 がそのまま結婚生活 の成功幸福 につなが るもので はない ことは もちろんで

ある｡離婚が法律 的 ･社会 的に極 めて厳 しく監視 されて困難な所では,家庭 の不調和がない と

い うのはナ ンセ ンスであろ う｡家庭 の不調和すべてが離婚 に繋が るのではないが,その解消方

法を簡単 な離婚 に求 めてい るのがオ ラ ン ･フルの社会であるO

離婚の原 因は先 にも触れたが,(I)本人 同志が ｢嫌 いだか ら｣ とい うの と,(2)本人同志 は好 き

で も嫌 いで もないが,周囲の者 (本人 の waris)が離れ させ た とい うの と,(3)一方 の配偶者 が

他人 を好 きにな るか, あるいは背信行為 を した場合 と,(4)配偶者 の生死 不明あるいは配 偶者o_)

不具廃疾 によるものな どがある｡ ｢好 き｣｢嫌い｣による説 明は最 も多いが,最 も暖味で ある｡

単 に情緒的な感情 だけによる夫婦間の葛藤 か,経済 的な不満 によ るものかは離婚す る当 人 に も

分か らないのではなかろ うか｡(2)の親 族による 干渉 は,主 に経済 的な援助の期待が満足 されな

か った ことか ら生じるよ うで ある｡ 高接親族 が夫婦生活 に干渉 してい くのではな く, 徐々 に

(ことばで)影響 を与 えてい って,本人 が ｢嫌い｣にな るよ うに仕 向けるので ある｡

離婚のイニ シアテ ィブは, 結 婚の時 と違 い 男女平等 で ある｡ 大姉共 に離別 に 異議 のない時

は,その財産 はすべて平等 に分け られ る｡ もし一方 がその離婚を ど うして も承知 しそ うに もな

い時は, 他方 はその全財産を配 偶者 にや り, 配偶者 の warisか らの慰 謝料請求 に応 じなけれ

ばな らない｡ あるいは単 に部落を出て,配偶者並びに全 財産を遺棄す るかで ある｡慰謝料請 求

も Casebycaseではあるが,慣習 と して, 8-18ドルの金をバ テ ィンに渡す｡バ テ ィンはそ

れを warisに分配す る｡妻が離婚 のイニ シエイ トな らば, maskahwin を返済 す る義務が あ

45) 二,三の女性の回答者の中には,初婚の時は性交を知らなかった (bodohbeginat)と主張する者も

いる｡
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る｡妻が妊娠 している時は,夫は bungahsireh と称 して,妻に12-24ドル支払 う義務を課せ

られる｡子供がない時は,男は女に 1ドル支払えば済むとも言 う｡子供の引き取 りは,夫棉の

問の取 り決めで双方に引き取 られるが,普通乳幼児は母親に引き取 られる｡

死別の場合の財産分割は,夫が死ねば娘にその財産の権利が移る｡娘がな く息子だけの時は

息子に移譲される｡妻が死んだ場合,夫はその財産を自由にできず,妻の姉妹あるいは母親に

移譲される｡46) 相続一般について, 女性に常に優先権が与えられる｡ この理由は, 女の方が

生活の糧を得るのが難 しいか らだと言 う｡夫婦の財産は, (I)娘,(2)息子,(3)夫婦のきょうだ

い,(4)養子,の順で占有される｡このような規則 も状況に応 じて,関係者の承認の下に,自由に

変えられるが,財産そのものがごく限られたものであり,相続する (永久的な)耕地 もないの

で,問題がこじれるということもない｡昔は,果樹とくに ドリアンの木の相続が重要であった

が,現在では他に現金収入があるので,あまりかえりみられない｡

Ⅸ 再 婚

婚姻解消から再婚までの期間,居住に関する詳 しいデータはない｡上述 したどとく遺棄の場

合は 3カ月10日すれば結婚が自由であると言われ,離婚,死別の場合 も特に期間を定めて結婚

を禁止するということもない｡離婚の場合は,一方の配偶者には多 くの場合次の配偶者候補が

あるので,長期間,問を置 くことはない｡それ (婚姻予定者)が男であれば,女のために,女

の旧夫に対 して,必要ならば maskahwin の返済や罰金を支払 ってやる｡ しか し, 他の一方

の配偶者は,当分の問,単身生活を続けねばならない｡離婚 した者が 2人とも単身生活を送 っ

ているというケースは調査中にはなかった｡

再婚を初婚から区別 して,劣等視するような傾向は見 られない｡ことに婚姻適齢期にある離

婚者は,ほとんど未婚者と等価に扱われる｡再婚の年齢の限界もない｡60才の鮮夫が,50を越

えた寡婦 と結婚 しよ うとしている話 も,婚姻そのものに対 しては何 らの奇異感を部落の人は抱

かない｡ただ,40才を越えた女性の再婚に人気がないのは,女性の寡婦の分布が,40才以上に

かたまっているのを見ても想像 される｡

表 5は,現存の夫婦60組を対象に, 婚姻

歴によって区別 したものである｡ 半数が初

婚同志で,17組 (28.3%)は片一方の配偶

者が再婚, 後の13組 (21.7%)が再婚同志

の組み合わせである｡ 特に夫が初婚で妻が

再婚のほうが, その逆よりも多い点は注意

されて良い｡

花婿

表 5 夫 婦 の 婚 歴

花 嫁

初 婚 再 婚

初 婚 ! 30

46) 夫の死亡の場合は財産の1/3が娘に,2/3が息子に相続され,妻の死亡の時は共同財産は夫に属すと
Loganは報告しているo J.R.Logan,oP.cit･,p･268･
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お わ り に

以上,結婚 ･離婚に関 して,オラン ･フル一般の概要を知るために,利用 し得るデータをや

や微視的に分析 してみた｡ 比較のためのデータということを念亘酎こおいて整理 してみたつもり

であるが,資料の収集ができなかったために漠然 とした叙述 しかできない部分が多 く残 ったの

は残念である｡

オラン ･フルの支配的な婚姻体系を探 し出すために,ともすれば部落問の相違については触

れなかったが,婚資金,儀礼,慰謝料などの決定が部落 ごとに異なり, 中国人への結婚に対す

る考え方が上流と下流とでは差異が見 られることなど,部落のマレー化あるいは近代化の程度

の違いということに関連 して くるかもしれない｡

結局,婚姻に非常に個人主義的な性格を持たせているにもかかわ らず,インフォーマルな親

族の利害の網がその周 りに潜在 していて,その網に触れるとたちまち身動きが取れな くなって

しまう｡そ して,全体 として男と女とに平等の経済的地位を与えようとするメカニズムが働い

ており,むしろ女性を保護するように機能 しているのが,オラン ･フルの婚姻制度であると言

える｡
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